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はじめに

は　じ　め　に

　女性も男性もお互いの人格を尊重し合い、その個性と能力を十分に発揮し、ともに
協力し合える社会の実現に向けて、この度、第４次となる「葛飾区男女平等推進計画」
を策定いたしました。
　葛飾区では、女性の地位向上のための取組を総合的に推進するため、平成８年
（1996年）に第１次となる「葛飾区女性行動計画」を策定して以降、男女平等社会
実現に向けて施策を推進してまいりました。
　平成21年（2009年）にはＤＶ防止法改正に伴い、市町村におけるＤＶ基本計画が
努力義務化したことを受け、他区市に先駆けて「葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者
保護のための計画」を策定し、ＤＶ防止及び被害者支援にかかる取組を進めてまいり
ました。
　今般策定した第４次の男女平等推進計画においては、ワーク・ライフ・バランス、
あらゆる暴力の防止、女性の参画という３つを目標として掲げ、さまざまな計画事業
を盛り込んでおります。
　昨年３月に発生した東日本大震災では、避難所の運営や必要な物資、プライバシー
の確保などの点において、男女共同参画の必要性を改めて認識しました。女性の視点
をさまざまな施策に取り入れていくのはもちろんでございますが、今後は、特に災害
対策において、女性の参画を進め事業を充実させてまいります。
　すべての区民が個性や能力を発揮し、お互いに協力し合い、社会生活を営むことが
できる「誇りあるふるさと葛飾」の実現には、区民、地域、事業者の連携・協力がな
ければ成し得ません。
　区では、これからも積極的に男女平等推進施策に取り組んでまいりますので、より
一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、この計画の策定にあたり、熱心に議論を重ねていただきまし
た「葛飾区男女平等推進審議会」の委員の方々、並びに貴重なご意見をお寄せくださ
いました区民の皆様に、心から感謝を申し上げます。

平成24年（2012年）３月　　　　　　　　　　　　　
葛飾区長　　青　木　克　德 
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